農福連携　栽培技術基礎講座　実施要領
（目　的）
第１条  この要領は、農業と福祉の橋渡しを行う人材を育成し、農福連携の取り組みを推進するため、福祉関係事業所の支援員等職員を対象に、主に野菜類の栽培に関する基礎知識と技術を、講義と実習を通して学ぶ講座「農福連携　栽培技術基礎講座」（以下、「講座」という。）の実施に必要な事項を定めるものとする。
（実施主体）
第２条　本研修は農業大学校が実施する。
（実施場所及び実施期間）
第３条　実施場所は農業大学校とする。講座は年１回開催し、期間は概ね８カ月間とする。
（講座対象者）
第４条　講座対象者は、以下の者とする。
（１）県内の福祉関係事業所で支援員等職員として働く者
（２）その他、研修を受講するのに適当と認められる者
（定  員）
第５条　１０名とする。但し、若干の変更は可能とする。
（講座内容）
第６条　主に野菜類の栽培をするうえで必要となる、実践的な栽培技術と基礎的知識を習得できる講座内容とする。
（費用負担）
第７条　講座受講料は無料とする。ただし、講座に参加する旅費等は派遣事業所が負担するものとする。
（講座申込・受講決定）
第８条　講座を受けようとする者は、募集期間中にぎふ農福連携推進センター　農福連携企画課を通じて申し込まなければならない。
２　農業大学校長は、前項の規定による申込みがあった場合は、書類審査を行い受講者を決定するものとする。また、その結果については、ぎふ農福連携推進センター　農福連携企画課を通じて申込者に通知するものとする。
（災害補償）
第９条　講座受講生の講座期間中の災害補償については、受講生が対処し一切求償しないものとする。
（修了証書の授与）
第１０条　農業大学校長は、講座修了者に修了証書を授与することができるものとする。
（講座修了後の支援）
第１１条　農業大学校長は、講座修了者に対して必要に応じてぎふ農福連携推進センターと連携の上、栽培技術等の支援を行うものとする。
（その他）
第１２条  この要領に定めるもののほか、講座の実施・運営に関し必要な事項は、農業大学校長が別に定めるものとする。                                                
附　則
１　この要領は、平成３１年４月１日から施行する。
２　この要領は、令和６年４月１日から施行する。

